
令和６年９月５日開催教育委員会会議記録 
１ 開会・閉会等について 

開催日 令和 6年 9月 5日（木） 

場  所 教育委員会室 

開  会 午後 3時 00 分 

閉  会 午後 3時 31 分 

 出席委員    
 教   育   長  加 藤  裕 之  

 委       員  阿 部  博 道  

 委       員  岸 田  玲 子  

 委       員  岡 田  卓 巳  

 委       員  小 山 勉  
 説明のために出席した職員    

 教育委員会事務局次長  岩 瀬 均  

 庶 務 課 長  塩 澤 満  

 学 務 課 長  北 野 亘  

 指 導 室 長  石 坂 泰  

 すみだ教育研究所長   土 井 翔 太  

 地域教育支援課長   大 八 木  努  

 ひきふね図書館長   有 澤  恵 美 子  

 教育委員会事務局副参事   山 﨑  紀 之  

 
２ 議題について 
（１）議決事項 

議案第 51 号 令和７年度墨田区立小・中学校募集人数について 

議案第 52 号 墨田区登録有形文化財の登録について（諮問） 

議案第 53 号 墨田区文化財保護審議会臨時委員の委嘱について 

 

（２）報告事項 

第１ 公立学校情報機器整備事業に係る各種計画について 

第２ 立花図書館大規模修繕工事に伴う臨時休館及び臨時窓口の設置について 

第３ 令和６年度墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室・すみだ共生社会推進センタ 



ー情報資料コーナー蔵書点検結果報告について 

 

３ 会議の概要について 
○教育長職務代理者 教育委員会の開会に先立ち、ご報告申し上げます。本日は、加藤教育長が

都合により欠席のため、私、阿部博道が教育長職務代理者として議事進行をいたします。なお、

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１４条第３項の規定により、教育長及び在任

委員の過半数が出席しているため、会議は有効に成立しております。それでは、本日の教育委

員会を開会いたします。本日の会議録署名人は、小山委員にお願いします。本日の日程ですが、

議案第52号及び議案第53号については行政運営上の審議情報に関する案件であることから、秘

密会として審議したいと思いますが、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○庶務課長 それでは、議案第52号及び議案第53号については、秘密会として執り行うこととい

たします。なお、会議の進行については、報告事項が終了した後、秘密会に入ることといたし

ます。それでは、本日の日程に入ります。 

 

議決事項１・・・資料番号【51-1～51-2】 

「令和７年度墨田区立小・中学校募集人数ついて」を上程し、学務課長が資料のとおり説明 

する。 

○教育長職務代理者 ただいまの説明について、何かご質疑・ご意見はございますか。よろしい

ですか。 

          （質疑なし） 

○教育長職務代理者 それでは、議案第51号は、原案どおり定めることにしたいと思いますが、

ご異議ございませんでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○教育長職務代理者 それでは、原案どおり定めることにします。 

 

報告事項第１・・・資料番号【資料1-1～1-9】 

「公立学校情報機器整備事業に係る各種計画について」、庶務課長が資料のとおり説明する。 

○教育長職務代理者 ただいまの報告について、何かご質疑はございますか。 

          （質疑なし） 

 

報告事項第２・・・資料番号【資料1-1～1-9】 

「立花図書館大規模修繕工事に伴う臨時休館及び臨時窓口の設置について」、ひきふね図書 

館長が資料のとおり説明する。 

○教育長職務代理者 ただいまの報告について、何かご質疑はございますか。臨時窓口が設けら

れるとのことですが、本を借りる際の手順はどのようになりますか。 

○ひきふね図書館長 図書館のウェブサイトで本を予約し、予約した本を受け取りに来る流れに

なります。 

○教育長職務代理者 何の本があるかというのは、どのようにして分かりますか。 



○ひきふね図書館長 図書館のウェブサイトで読みたい本を検索し、それを予約する流れになり

ます。 

 

報告事項第３・・・資料番号【資料3-1】 

「令和６年度墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室、すみだ共生社会推進センター情報 

資料コーナー蔵書点検結果報告について」、ひきふね図書館長が資料のとおり説明する。 

○教育長職務代理者 ただいまの報告について、何かご質疑はございますか。 

          （質疑なし） 

○教育長職務代理者 それでは、会議冒頭で説明しましたとおり、議案第52号及び議案第53号に

ついては、秘密会として審議します。その前に、委員の皆さん、または事務局から何かござい

ますか。 

 （発言する声なし） 

○教育長職務代理者 それでは、これから秘密会に入ることといたしますので、傍聴人の方がい

れば、係員の指示に従ってご退出ください。 

  

 〈秘密会/教育委員会会議規則第２６条第２項の規定により、別に会議録あり。〉 

○教育長職務代理者 以上で、本日の議事は全て終了しましたので、これで教育委員会を閉会し

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



○教育長職務代理者 それでは、教育委員会秘密会を開会します。 

 

議決事項２・・・資料番号【52-1～52-5】 

「墨田区登録有形文化財の登録について（諮問）」を上程し、地域教育支援課長が資料のとお

り説明する。 

○教育長職務代理者 ただいまのご説明について、何かご質疑・ご意見はございますか。 

○小山委員 平家物語は中学校教科書にも載っており、子どもたちが学習する内容です。この展

示されている楽器は音を出すことは可能なのでしょうか。 

○学芸員 音は出せますが、現在は神社の宝物として大事に保管されています。年に数回、「平

家」の音楽を奉納する研究会が神社で演奏し、信仰の一環として使用しているようです。 

○小山委員 中学校の授業で、墨田区にこういうものがあることを子どもたちに伝えるのもいい

なと思いました。 

○教育長職務代理者 杉山神社と平家物語の琵琶の関連性がよく分からなかったのですが、平家

と杉山検校に何かつながりがあるのでしょうか。 

○学芸員 江島杉山神社は、江戸時代に年に2回、平家物語の演奏を奉納する場所でした。琵琶法

師の組織、当道座の中央は京都にある一方で、関東は江戸から統括され、その役所は実は江島

杉山神社の位置にありました。このような深いつながりから、この楽器の重要性が認められて

いると考えています。 

○教育長職務代理者 それでは、議案第52号は、原案どおり諮問したいと思いますが、ご異議ご

ざいませんでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○教育長職務代理者 それでは、原案どおり諮問することにします。 

 

議決事項３・・・資料番号【53-1～53-3】 

「墨田区文化財保護審議会臨時委員の委嘱について」を上程し、地域教育支援課長が資料のとお

り説明する。 

○教育長職務代理者 ただいまの説明について、何かご質疑・ご意見はございますか。よろしい

ですか。 

          （質疑なし） 

○教育長職務代理者 それでは、議案第53号は原案どおり委嘱したいと思いますが、ご異議ござ

いませんでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○教育長職務代理者 それでは、原案どおり委嘱することにします。秘密会はこれをもって終了

とします。傍聴人がいれば入室させてください。以上で、本日の議事は全て終了しましたので、

これで教育委員会を閉会します。 

 


